
【資料３】 

 

こまちで就活キャンペーン業務委託 

企画提案競技審査委員会設置要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、こまちで就活キャンペーン業務委託企画提案競技審査委員会の組織及

び運営に関して必要な事項を定める。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、こまちで就活キャンペーン業務委託に関する企画提案内容の審査及び委

託候補者の選定に関する事項を所掌する。 

 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。 

（１）秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課長 

（２）移住・定住促進課長が必要と認める者 

２ 委員会には委員長を置き、委員長には移住・定住促進課長が就任する。 

 

（運営） 

第４条 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。 

２ 委員会の事務局は秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課に置く。 

 

（会議） 

第５条 審査委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の会議は、非公開とする。 

 

（選考） 

第６条 選考は、第７条に定める評価項目について、企画提案書による書類審査のみ、又は書

類審査及びプレゼンテーションにより実施する。 

 

（評価項目） 

第７条 評価項目は次のとおりとする。 

（１）事業実施の方向性・実施体制 

（２）事業の有効性 

（３）事業の実現性・管理体制 

（４）情報発信（話題性・発信力）・参加者確保の具体性 

（５）経費の妥当性 

（６）総合評価 



（７）その他（賃金水準の向上、女性の活躍推進） 

 

（委託候補者の決定方法） 

第８条 委託候補者は、企画提案書による書類審査による審査結果に基づき、審査委員の協議

により選出された第１順位者とする。ただし、提案された内容が、業務の目的を達成す

るために十分な水準に達していないと判断された場合は、委託候補者を選定しないこ

とができる。 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 

 

附則 

この要領は、令和８年４月１４日から施行する。 


